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松　　峯　　区　　規　　約

第一章 総　　　則

第１条 　この共同体の名称を松峯区(以下「本区」という。)と称し，組織構成員は屋久島町松峯区に
居住する者をもって構成する。　事務所を松峯生活館「屋久島町安房１４３０-２０」に置く。

第２条 　区民の親睦融和を図り，共同の福祉を増進することを目的とし，区民はすべて平等の権利
義務を有するものとする。

第３条 　本区は，第２条の目的を達成するため次の事業を行う。
　　　　　(１) 　　区民相互の親睦と融和に関すること。
　　　　　(２) 　　区民相互及び団体との連携調整に関すること。
　　　　　(３) 　　行政情報の活用及び行政との連携調整に関すること。
　　　　　(４) 　　本区の将来計画の策定及び実施に関すること。
　　　　　(５) 　　その他，本区の目的達成に必要なこと。

第二章 費用負担

第４条 　区民は別に定める費用負担の方法に従って区の必要な経費、区費を負担する義務を有する。
　松峯区の電気料金等に関することについて「松峯区電気会」を置く。

第三章 役　　　員

第５条 　区に次の役員を置く。
① 　区長 　１名
② 　公民館主事 　１名
③ 　会計書記 　１名
④ 　スポーツ推進員 　１名
⑤ 　班長 　４名
⑥ 　監事 　２名

　　２　　区長は別に定める選挙規定により選出する。
　　３　　会計書記は区長が指名し，総会で承認を受けるものとする。
　　４　　公民館主事，スポーツ推進員，監事は総会において選出する。
　　５　　班長及び班代表評議員は班会において互選により選出する。
第６条 　役員の職務は次のとうりとする。
　　　　　(１) 　　区長は本区を代表し，業務を統括する。
　　　　　(２) 　　公民館主事は区長を補佐し区長に事故があるとき又は，欠けたときは任務を代行する。
　　　　　(３) 　　スポーツ推進員は区長、公民館主事と連携しスポーツ行事を担当する。。
　　　　　(４) 　　班長は班を代表し，班活動における連絡調整及び班の運営にあたる。
　　　　　(５) 　　班代表評議員は役員として区務を推進し、班長と共に班の運営にあたる。
　　　　　(６) 　　監事は区の事業並びに会計書記の事務を監査し、総会において報告する。
　　　　　(７) 　　※会計書記については第五章参照。
第７条 　　役員の任期は次のとおりとする。

　区長の任期は２か年とし，他の役員の任期は１か年とする。但し，補欠により選出された役員
　の任期は，前任者の残任期間とする。

第８条 　　役員には別に定める規定により，報酬手当を支給することができる。

第四章　 会　　議

第１節 総　　会

第９条 　　定期総会は毎年４月に開催し，次の事項を審議する。
① 　事業計画の承認
② 　予算，決算の承認
③ 　規約の改廃
④ 　財産の取得または処分
⑤ 　その他必要な事項
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第１０条 　　臨時総会は区長が認めたとき，または区民の５分の１以上の署名により要求があったときに
　開くものとする。

第１１条 　　総会は，各戸の代表者の過半数(委任状を含む)が出席しなければ会議を開き，議決する
　ことはできない。
　　但し，区長が連日呼びかけをし，それでも過半数に満たない場合は書面による議決を有効とし，
　会議を開き議決することができる。

第２節 評議員会

第１２条 　　評議員会は区長、公民館主事、会計書記、スポーツ推進員、班長、班代表評議員、
　育成会長、明星クラブ会長、婦人部長、民生委員、美化推進委員、青年部長で構成する。
　また、評議員会は区長が必要と認めたとき，または評議員の４分の１以上の要求あった場合は
　開くものとする。

　　２　　評議員会は次の事項を審議する。
① 　事業計画の決定
② 　予算，決算案の決定
③ 　区費の賦課徴収方法
④ 　各種規定規則等の制定または改廃
⑤ 　総会に提出する議案の決定
⑥ 　その他必要な事項

第１３条 　　評議員会に参与をおき，次の者を委嘱する。
① 　松峯区に居住する町会議員
② 　前区長
③ 　その他区長が必要と認めたもの

　　２　　参与は評議員会に出席して意見を述べることができる。
第１４条 　　評議員会は必要に応じて専門部を置くことができる。

第３節 班　　会

第１５条 　　班会は班長を中心に運営し，区の活動の基盤となるものとする。

第五章　 会計書記

第１６条 　　会計書記は出納及び電気に関する業務のほか議事録等の事務を整備し，その収支は必ず
　証拠書類と適合するよう入念に処理しなければならない。

第１７条 　　区長は常に責任を持って予算の実施を把握して会計に協力し，収支に万全を期さなければ
　ならない。

第１８条 　　区の会計年度は毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日までとする。

第六章　 規約の改廃

第１９条 　　規約の改廃は総会において，出席者の過半数の同意がなければ決定することはできない。

　　附　則
　　　　　この規約は，昭和６０年４月１日から実施する。
　　　　　○　改正年月日　　　昭和 ６ ３ 年 ４月 １ 日

平成　 元 年 ４月 １ 日
平成 ２ ０ 年 ４月 １ 日
平成 ２ ２ 年 ２月 ２ １ 日
平成 ２ ５ 年 ４月 ２ ６ 日
平成 ２ ８ 年 ４月 ２ ２ 日
平成 ３ １ 年 ４月 ２ ９ 日
令和 ５ 年 ４月 ２ ９ 日
令和 ７ 年 ５月 １ １ 日
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松　峯　区　事　務　処　理　規　定

第一章 区費徴収

第１条 　区民は区規約第二章第４条により毎月最終日曜日午前９時～１２時までに生活館に
持参し，会計に納入する。但し，行事などにより変更もあり得る。

※現在の徴収金額　　　　・・一　般　家　庭 ・・・　月１、８００円
・７０歳未満の独身者 ・・・　月１、３００円
・世帯主が４月１日現在（７０歳以上）　・・・・　・・・　月　　５００円

　　　　　２ 　区費の査定は評議員会において決定するものとする。

第二章 報酬手当

第２条 　区規約第三章第８条により，役員その他の報酬手当の支給を次のとおり定める。
① 　区長 月額
② 　会計書記 月額
③ 　公民館主事 年額
④ 　評議員 ・班長 年額

・一般評議員 年額
・議長 年額

⑤ 　監事 年額

第三章 評議員会の運営

第３条 　評議員会に議長１名，副議長１名おく。
　　　　　２ 　議長，副議長は評議員の互選とする。
　　　　　３ 　評議員会の座長は議長が務め，事故ある時は副議長が代行する。
　　　　　４ 　評議員会は３分の２以上の出席をもって成立し，決議事項はすべて多数決とする。

第４条 　評議員会に総務部，建設部をおく。
　　　　　２ 　総務部は予算，決算等に関する事項を推進する。
　　　　　３ 　建設部は建設に関する事項を推進する。
　　　　　４ 　各部は部長を互選し，部長を中心に運営するものとする。

　　附　則
　　　　　この規約は，昭和６０年４月１日から実施する。
　　　　　○　改正年月日　　　昭和 ６ ３ 年 ４月 １日

平成　 元年 ４月 １日
平成 ２ ０ 年 ４月 １日
平成 ２ ２ 年 ２月 ２ １日
平成 ２ ５ 年 ４月 ２ ６日
令和 ５ 年 ４月 ２ ９日
令和　　　５年　　４月２９　日７ 年 ５月 １ １日
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松峯区区長の選挙に関する規定

制定　　平成２５年４月２６日  

第１条　目的

    　この規定は、区長の選挙に関し、必要な事項を定めるものとする。　

第２条　選挙管理委員会の設置
　　

　１　区長の選出を、公明かつ適切に行うため、選挙管理委員会を設置する。　

　２　区長は、役員会の同意を得て、評議員の中から選挙管理委員を３名任命するものとする。

　３　選挙管理委員会に委員の互選により、委員長を置く。
　
  ４　委員の任期は１年とし、補欠によつて選任された委員は、前任者の残任期間とする。

  ５  区長、公民館主事、会計兼書記は委員を兼任することが出来ない。

  ６  委員長は選挙の結果を松峯生活館にて公告する。

第３条　立会人

　１　選挙管理委員会は投票及び開票時に立会人を置くものとする。

　２　投票時の立会人は委員長が選挙管理委員を除く、評議員の中から２名任命する。

　３　開票時の立会人は投票立会人の他、各立候補者が推薦する１名を、開票立会人として
　　　同席させることが出来る。
　　　尚、開票立会人は、厳正な姿勢で開票の円滑化を図り、判定を要するものについては
　　　意見を述べることが出来る。

第４条　当選人の決定

　１　立候補者が１名のときは、無投票当選とする。
　２　立候補者が複数のときは、得票数の最も多い候補者を当選人とする。
　　　尚、得票数が同数のときは、抽選により当選者を決定するものとする。

第５条　選挙の手順

　１　区長の選挙は、立候補制とし、立候補者は文書で選挙管理委員長に届出をしなければ
　　　ならない。

　２　立候補者の届出の告示は、選挙期日の３日前までにしなければならない。

　３　立候補者の届出の受付は、告示日の１日限りとし、届出時間は、午前９時から正午
　　　までとする。

　４　投票は３月の第２日曜日、松峯生活館にて行う。
　　　但し、投票時間は午前９時から午後１時までとする。

　
　５  投票時間終了後、速やかに開票するものとする。

ー４ ー



第６条　選挙権　

　　　選挙権は松峯区域に居住し、区費を納入している世帯の代表者とする。

第７条　被選挙権

　１　被選挙権は、松峯区域に住所を有し、１年以上区費を納入している世帯の構成員で
　　　満年齢２５歳以上の者とする。

　２　次の各号に定めるものは、被選挙権を有しない者とする。

　　(１)　成年被後見人

　　(２)　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。

第８条　区長推薦委員会

　１　区長への立候補者がいない場合は、推薦委員会を設置し、区長候補者を選出して
　　　評議委員会で決定する。

　２　推薦委員会は、選挙管理委員３名と評議員２名の５名で構成する。

　３　推薦委員会に、委員の互選により委員長を置く。

　　附則

　　　この規定は、平成２５年４月２６日から施行する。
　　　　　○　改正年月日　　　 平成　２６年　４月２１日

平成　３１年　４月２９日
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第１条（名称） この団体は「松峯区電気会」とする。

第２条（所在地） この団体の所在地を松峯生活館（熊毛郡屋久島町安房1430-２０）に

置く。

　　 第３条（目的） この団体は松峯区の電気会計を円滑にすることを目的とする。

第４条（構成員） この団体の構成員は松峯区の住民をもって組織する。

第５条（役員） この団体の役員は松峯区の役員が兼ねる。

第６条（運営） 団体は諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、

その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第７条（財務） 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定

期に代表者の閲覧を受けるものとする。

第８条（改正） この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第９条（設立年月日） 本会の設立年月日は、昭和60年4月1日とする。

第１０条（規約施行日） 本会規約は、昭和60年4月1日より施行する。
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